
政

令

素
材

銀

品
位

純
銀

量
目

三
十
一
・
一
グ
ラ
ム

形
式

直
径

四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

彩
色

白
色
、
灰
色
、
黒
色
、
青
緑
色
、
水
色
、
青
紫
色
、
紫
色
、赤
色
、

茶
色
、
黄
色
及
び
緑
色

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年

法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
九
十
四
条
中
不
正
競
争
防
止
法
第
十
五
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
不
正
競
争
の
う
ち
、
営
業
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
に
対

す
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
権
利
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

一

そ
の
行
為
を
行
う
者
が
そ
の
行
為
を
継
続
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
に
よ
り
営
業
上
の
利
益
を
侵

害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
営
業
秘
密
保
有
者
が
そ
の
事
実
及
び
そ
の
行
為
を
行
う
者
を

知
っ
た
時
か
ら
三
年
間
行
わ
な
い
と
き
。

二

そ
の
行
為
の
開
始
の
時
か
ら
二
十
年
を
経
過
し
た
と
き
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
中
」
を
「
前
項
第
一
号
中
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
五
条
中
「
第
十
五
条
後
段
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
後
段
」
に
改
め
る
。

（
経
済
産
業
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

経
済
産
業
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中
「
工
業
標
準
の
」
を
「
産
業
標
準
の
」
に
、「
工
業
標
準
化
」
を
「
産
業
標
準
化
」

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
の
表
日
本
工
業
標
準
調
査
会
の
項
中
「
日
本
工
業
標
準
調
査
会
」
を
「
日
本
産
業
標
準
調
査
会
」

に
、「
工
業
標
準
化
法
」
を
「
産
業
標
準
化
法
」
に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

野
田

聖
子

法
務
大
臣

上
川

陽
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

藤

健

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

環
境
大
臣

中
川

雅
治

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
百
七
十
一
号

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
第
三
項
、
第
六
条
及
び
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
四
十
九
号
を
第
五
十
号
と
し
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
八

千
円
の
貨
幣
の
う
ち
明
治
一
五
〇
年
を
記
念
す
る
た
め
発
行
す
る
も
の
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